
神戸市療育ネットワーク会議「2024年度 医療的ケア児の支援施策検討会議」  

 

（日時）2024年 10月 31日（木）15：00～ 

（場所）三宮研修センター８階 805会議室 

 

――――――――――――――― 議 事 次 第 ―――――――――――――― 

 

１．開 会 

 

２．議 題 

 

(1) 「医療的ケア児等コーディネーター」等を活用した支援体制について 

(2) 神戸市における医療的ケア児の通いの場について 

(3) 災害時に備えた取り組みについて 

(4) 神戸市医師会医療的ケア児アンケート結果報告 

(5) 神戸市歯科医師会の取組紹介 

 

３．閉 会 

 

―――――――――――――――  資  料    ―――――――――――――― 

 

資料１   神戸市における医療的ケア児等支援体制（イメージ） 

資料２      神戸市における「医療的ケア児等コーディネーター」の配置状況等 

資料３   教育・保育施設における医療的ケア児受入れ状況（報告） 

資料４－１ 神戸市教育・保育施設等においてお子さまに医療的ケアを希望される保護者の皆様へ 

資料４－２ 認定こども園(１号認定)・私立幼稚園においてお子さまに医療的ケアを希望される 

保護者の皆様へ 

資料５   神戸市内の特別支援学校等における医療的ケア児受入状況について（報告） 

資料６   学校園における医療的ケア（リーフレット） 

資料７   障害児通所サービスにおける医療的ケア児の受け入れ状況（報告） 

資料８   神戸市の学童保育における医療的ケア児の受け入れについて 

資料９    災害時に備えた取り組みについて 

資料１０  第 10回 医療的ケア児の支援施策検討会議（令和５年 11月２日）の議事要旨 

〔参考〕  神戸市療育ネットワーク会議／医療的ケア児の支援施策検討会議（概要） 

神戸市療育ネットワーク会議「医療的ケア児の支援施策検討会議」実施状況 



神戸市における医療的ケア児等支援体制 （イメージ） 

    

コーディネート事業所 （市内 1 ヶ所）
（神戸医療福祉センターにこにこハウス内）

役割：○神戸市における医療的ケア児に関する相談対応・情報提供（必要に応じて関係機関につなぐ） 

○医療的ケア児等コーディネーターへの研修・スーパーバイズ

児童発達支援センター・障害者相談支援センター 

計画相談支援事業所・障害児相談支援事業所 

病院・診療所 

訪問看護事業所 

≪教育委員会事務局≫ 

特別支援教育相談センター 

公立幼稚園 

小学校 

中学校 

高等学校 

特別支援学校 

医療的ケア児等コーディネーター配置事業所 

役割：〇相談対応（ワンストップの初期相談窓口）  〇関係機関等への情報提供・ネットワークづくり 〇研修及び家族交流会の実施 

神戸市 

兵庫県 

学校等 

≪こども家庭局≫ 

保育所・保育園 

認定こども園 

私立幼稚園 

学童保育 

療育センター 

医療機関等 

保育所等 

連携 連携 連携 

障害児通所支援事業所（児童発達支援、放課後等デイサービス等） 

障害福祉サービス事業所（ホームヘルプ・ショートステイ等） 

医療的ケア児支援センター（県内 1 ヶ所） 
（医療福祉センターきずな 内）

福祉サービス事業所 
○子育て支援の相談窓口

○保育所の入所窓口

○障害に関する窓口

区役所保健福祉課 

療育ネットワーク会議（医療的ケア児の支援施策検討会議）  

 （医療的ケア児に関わる保健、医療、福祉、教育等の関係機関及び行政担当者が支援の課題や対応策について 

継続的に意見交換や情報共有、支援体制の充実を図る協議の場） 

≪福祉局≫ 

・神戸学びの支援連絡調整会議

（神戸市医療的ケア運営協議会） 

・医療的ケア指導医連絡会

・看護師連絡会 など

医療的ケア委員会 

役割 ： ○連絡会・意見交換会の開催 

○困難事例への対応・助言

○地域資源の情報集約

役割 ： ○相談対応（電話相談・家庭訪問）  

○福祉サービス等利用調整（必要なサービスの紹介）
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福祉局障害者支援課 
 

神戸市における「医療的ケア児等コーディネーター」の配置状況等 
 
１． 医療的ケア児等コーディネーターの配置状況 

「医療的ケア児等コーディネーター」は、医療的ケア児が必要とする多分野にまたがる支
援の利用を調整し、総合的かつ包括的な支援の提供につなげるとともに、協議の場に参画
し、地域における課題の整理や地域資源の開発等を行いながら、医療的ケア児に対する支
援のための地域づくりを推進する役割として、障害福祉サービス事業所等に配置されてい
る。 

 
市内の医療的ケア児等コーディネーター配置事業所数 

 

 
    
 
 
 
 
 

※「養成研修」修了者が在籍している機関等 
※詳細を市ウェブサイトで公表（令和４年度～） 
（https://www.city.kobe.lg.jp/a95295/ikea/iryoutekikeaji.html） 

 
２．医療的ケア児等コーディネーターへのフォローアップ 
 （１）フォローアップ研修の実施 
     令和６年度神戸市医療的ケア児等コーディネーター研修実績 
   第 1 回 令和６年６月 18 日実施 参加者 19名 
        （内容）講  演「退院支援におけるコーディネーターとの連携」 
                            講師：社会福祉法人むそう 谷口 由紀子氏 
            グループワーク 
   第 2 回 令和６年９月 19 日実施 参加者 18名  
       （内容）講  演「ライフステージに応じた支援」 
                講師：社会福祉法人むそう 戸枝 陽基氏 
           グループワーク 

第３回 令和６年 12 月 17 日（予定） 20 名程度 
 
（２）コーディネーター向け相談窓口の設置 

   現状は、医療的ケア児者や家族等から相談対応件数は、必ずしも多いわけでは無いため、
相談対応の経験不足から来るコーディネーター自身の不安や困りごとに対応する窓口 

事業所種別 
配置事業所数 

令和４年度 令和５年度 令和 6年度 

障害者相談支援センター 11 13 14 

計画相談支援・障害児相談支援事業所 6 7 7 

障害児通所支援事務所 3 4 4 

医療機関・訪問看護事業所 1 5 5 

計 21 29 30 
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３．その他の医療的ケア児等に関連する研修（神戸市重度障害児者医療福祉コーディネート事業） 
 （１）防災研修 
   ・保護者向け：令和６年 5月 21日、10 月 10 日 
   ・支援者向け：令和６年 7月 6 日、11 月 20 日 
   ・保護者・支援者合同：令和７年１月 18 日 
 （２）ACP研修 
   ・保護者・支援者合同：令和６年８月 29 日、令和７年３月 1日 
 （３）医療的ケア児看護師研修 
   ・支援者向け：令和６年 10 月 30 日 

  



教育・保育施設における医療的ケア児受入れ状況（報告） 

１．事業の概要 
（１）受入れ施設とケアの提供体制 
①保育を必要とする事由のあるこども 
（幼保連携型認定こども園、私立保育園、公立保育所、小規模保育事業所） 

・令和 6年度 受入れ可能施設は市内 21 施設（民間 12 施設、公立 9施設） 
 公立保育所２施設（住吉公園保育所、やはた桜保育所）で新規受け入れ開始 
・医療的ケアの提供者は施設に常駐する看護師 

区 施  設  名 対 象 年 齢 受入可能時間 

東灘区 

連こ） おかもと虹こども園 生後６か月～ 要相談 
公保） 本山保育所 ２歳児クラス～ 9 時～17 時 

公保） 魚崎保育所 ２歳児クラス～ 9 時～17 時 

公保） 住吉公園保育所（R6.4～） ２歳児クラス～ 9 時～17 時 

灘 区 
連こ） めばえの園認定こども園 生後６か月～ 9 時～17 時 
公保） やはた桜保育所（R6.4～） ２歳児クラス～ 9 時～17 時 

中央区 
連こ） 友愛幼児園  ２歳児クラス～ 9 時～17 時 
私保） くすのき愛児園 ２歳児クラス～ 9 時～17 時 

兵庫区 公保） 松原保育所 ２歳児クラス～ 9 時～17 時 

北 区 
連こ）  このみ保育園 生後６か月～ 9 時～17 時 
連こ） 頌栄保育園 生後６か月～ 要相談 
連こ） つきかげ認定こども園 ２歳児クラス～ 要相談 

長田区 公保） ふたば保育所 ２歳児クラス～ 9 時～17 時 

須磨区 
公保） 須磨保育所 ２歳児クラス～ 9 時～17 時 
私保） 若宮保育園わかみや分園 ２歳児クラス 9 時～17 時 
公保） 菅の台保育所 ２歳児クラス～ 9 時～17 時 

垂水区 
小） ちっちゃなこども園ふたば 生後６か月～満２歳まで 要相談 
私保） 舞多聞よつば保育園 生後６か月～ 要相談 
連こ） かすみがおか虹こども園 ２歳児クラス～ 9 時～17 時 

西 区 
連こ） あさひ保育園 生後６か月～ 要相談 
公保） 玉津保育所 ２歳児クラス～ 9 時～17 時 

連こ）幼保連携型認定こども園   私保）私立保育園  公保）公立保育所  小）小規模保育事業 
②保育を必要とする事由のないこども（私立幼稚園、認定こども園の 1号認定こども） 
・保護者からの相談により対応可能な施設で受入れ（令和６年 10 月 1 日現在６施設） 
・医療的ケアの提供者は、園と契約した訪問看護ステーションの看護師（週 15 時間を上限に市が補助） 

（２）提供可能な医療的ケア 
①経管栄養（鼻腔、胃ろう、腸ろう） 
②吸引（口腔内、鼻腔内、気管切開部） 
③酸素療法（酸素カヌラ、酸素マスク） 
④導尿 
その他、施設で対応可能な医療的ケア 
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